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令和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

いじめ防止等に係る基本方針  

静岡県立下田高等学校  

南 伊 豆 分 校 

第 1章 いじめに関する基本的な事項 

１ いじめ防止基本方針の策定   

この基本方針は、 いじめ防止対策推進法（ 以下「法」という。） に基づき静岡県立下田高等学校

南伊豆分校（ 以下「本校」と称す）におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対応

（ 以下「いじめの防止等」という。） についての基本的な考え方や具体的な対応等について規定す

るとともに、 それらを実施するための体制について定める。  

 

２ 学校評価における取組み目標及び成果目標 

取組み目標 すべてに優先する安心安全な学校作り 

成果目標 
安心安全アンケートを年間３回実施し、いじめの積極的な認知を行うとともに、

重大事態の発生件数を０にする。 

 

３ いじめの定義  

本基本方針におけるいじめについて、 法第２条を踏まえ、 次のとおり定義する 。  

「いじめ」とは「本校生徒に対して、当該生徒以外の本校の生徒等、当該生徒と一定の人的関係に

ある生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって、当該行為の対象となっている生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。  

具体的ないじめの態様には、 次のようなものがある。  

（１）冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやな事をしつこく繰り返し言われる。  

（２）意図的に仲間はずれ、集団による無視をされる。  

（３）ぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、けられたりする。 

（４）金品をたかられる。  

（５）金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。  

（６）いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。  

（７）パソコンや携帯電話等で、悪口を書き込まれるなど、いやな事や傷つくことをされる。 

   ※けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生していることもある。 

 

４ いじめの理解   

本校教職員と生徒及び関係者は、いじめについて以下のように理解し、共通の認識を持つ。  

（１）いじめは、いかなる理由があろうとも、人間として絶対に許されない行為である。  

（２）いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである。  

（３）いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。  

（４）いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。  

（５）いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。  

（６）いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。  

（７）いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって

取り組むべき問題である。  
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第２章 組織の設置  

本校ではいじめ防止等を実効的に行うために、以下の組織を設置する。  

１ 組織の名称 「いじめ対策委員会 」  

＜委員長＞ 副校長   

＜委 員＞ 教頭、生徒課長、生徒課員（教育相談担当、養護教諭）、担任、副担任、 

調整会議職員、その他関係教職員  

  

２ 委員会の役割  

（１）いじめ防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築  

（２）いじめ防止等に係る校内研修計画の策定と教務課（研修担当）との連携  

（３）いじめ防止等に係る校内及び校外の関係機関との連携  

（４）いじめの防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画の策定と検証  

（５）いじめの防止及びいじめの早期発見に係る生徒及び保護者への啓発・広報  

（６）いじめ防止等に係る相談窓口の設置・広報  

（７）いじめが発生した場合の対応プログラムの想定  

（８）いじめが発生した場合の指導や支援、対応方針の決定と保護者との連携  

（９）重大な事態が発生した場合の外部専門家の招聘を含むプロジェクトチームの編成  

  

３ 委員会組織図 
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第３章 いじめの未然防止 

１ 基本的な考え方  

いじめの未然防止の基本となるのは、生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・

安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような

授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくことである。生徒に集団の一員としての自覚や自

信が育まれることにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係・

学校風土を生徒自らが作り出していくものと期待される。  

２ いじめ防止のための措置 （別紙「いじめ防止に関する年間指導計画」参照） 

（１）いじめについての共通理解   

ア いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて共通理解を図る。  

イ 生徒に対する「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を醸成する。  

（２）いじめに向かわない態度・能力の育成  

ア 学校の教育活動の中で道徳教育や人権教育を充実させる。  

イ 生徒の社会性を育み、他人の気持ちを共感的に理解できる能力を涵養する。  

（３）いじめが生まれる背景と指導上の注意  

ア 勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえた生徒指導を充実する。  

イ 分かりやすい授業づくり、授業展開を心掛け、生徒の勉強へのストレスを軽減する。  

ウ 教育活動の中で、生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりの推進を図る。  

エ 教職員による不適切な認識や言動に注意し、いじめを助長しない指導を行う。  

（４）自己有用感や自己肯定感を育む  

ア 生徒の自己有用感や自己肯定感を育むため、授業や学校行事などの機会をとらえ、生徒への

積極的な声掛けを行う。  

イ 普段から生徒一人ひとりの様子を観察し、有効に声掛けを実施する。  

（５）生徒自らがいじめについて学び、取り組む  

生徒の主体的活動として、ＨＲ活動や生徒会活動など、生徒が自主的にいじめについて考え、

議論すること等のいじめの防止に資する活動。 

（６）広報・啓発 

ア 本基本方針の策定に当たっては、ＰＴＡや地域の関係団体に意見を求めたり、生徒の意見を

取り入れたりするなど、実効性のある方針になるよう努める。 

イ 策定後は、ホームページ等で公表するとともに、その内容を、必ず入学時・各年度の開始時

に生徒、保護者、関係機関等に説明する。 

（７）配慮を要する生徒への支援 

学校として特に配慮が必要な生徒については日常的に、配慮を必要とする生徒の特性を踏まえ

た適切な支援及び指導を組織的に行う。 

（８）教職員の資質向上 

学校いじめ対策組織の取組による未然防止、早期発見及び事案対処の行動計画となるよう、事

例をもとに事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る。 

 

第４章 いじめの早期発見 

１ 基本的な考え方  

いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるため、たとえささいな兆候であっても、

いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを積極的
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に認知する必要がある。また、教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有すること

が大切である。また、生徒や保護者に対しては日ごろから相談しやすい雰囲気づくりを心掛ける。  

２ いじめの早期発見のための措置 （別紙「いじめ防止に関する年間指導計画」参照）  

（１）担任及び学年部による生徒の状況の把握  

不登校傾向、人間関係をうまく構築できない孤立傾向のある生徒の把握やストレス等による生

徒の心の状態を把握し対応に努める。  

（２）アンケート調査  

いじめの実態把握のためのアンケート調査を実施する。  

（３）生徒との面談  

担任による個人面接週間や長期休業中の三者面談など、いじめを早期に把握するよう努める。  

（４）保護者との面談  

学級懇談会、学年別ＰＴＡ連絡会、三者面談など、保護者からの情報を把握するよう努める。  

（５）相談体制の整備  

ア 生徒及びその保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整える。  

イ 担任や副担任の連携により、生徒が日ごろから相談しやすい雰囲気を醸成する。  

ウ いじめ関連での生徒による保健室や教育相談室の利用を促進する。  

エ 「24 時間いじめ相談ダイヤル 0570-0-78310（なやみ言おう）」、「子どもの人権 110 番（フ

リーダイヤル 0120-007-110）」などの活用の周知を行う。  

（６）個人情報の取扱い  

教育相談等で得た生徒個人情報の保護や対外的な取扱いでの適切な運用を徹底する。  

  

第５章 いじめに対する措置 

１ 基本的な考え方  

発見・通報を受けた場合には、速やかに「いじめ対策委員会」を中心とした関係組織で対応する

こと、被害生徒を守ること、加害生徒への指導方法、保護者・関係機関との協力などに配慮する必

要がある。  

２ いじめへの具体的な対応  

（１）いじめを発見・通報を受けたときの対応  

ア いじめと疑われる行為を発見した場合  

（ア）その場でいじめの行為を止め、いじめを受けた生徒の安全を確保する。  

（イ）いじめた側の生徒を確認し、事情を聴取する。  

   イ いじめの通報を受けた場合  

   （ア）通報を真摯に傾聴し、通報をしてきた生徒・保護者の安全を確保する。  

    （イ）いじめた側の生徒を確認し、事情を聴取する。  

ウ 発見・通報を受けた教職員の対応  

（ア）職員は、直ちに生徒課長や教頭にいじめの発見や通報を報告する。  

（イ）生徒課長や教頭は、速やかに「いじめ対策委員会」を召集する。  

   エ 「いじめ対策委員会」の対応  

（ア）生徒課等と連携して、速やかに関係生徒から事情を聴取し、いじめの有無の確認を行う。  

（イ）担任や学年主任により、被害生徒・加害生徒の双方の保護者へ連絡する。  

（ウ）事実確認の結果、いじめと断定できる場合は、校長が県教育委員会に報告する。  
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（エ）いじめが犯罪行為として認めるときは、所轄警察署と相談して対処する。 なお、生徒の生

命、身体又は財産に重大な被害が生じる場合も、所轄警察署に通報する。  

（２）いじめられた生徒と保護者への支援  

ア いじめられた生徒への対応  

（ア）事実関係の聴取を行う際は、いじめられている生徒には一切責任ないと伝え、自尊感情を

高めるよう留意する。  

（イ）徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝えできる限り不安を除去し安全を確保する。  

（ウ）生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーに十分に留意する。  

    イ いじめられた生徒の保護者への対応  

（ア）保護者には速やかに事実関係を伝達する。  

（イ）徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去し、生徒の安全を確保する。  

（３）いじめた生徒への指導  

ア いじめた生徒への対応  

（ア）事実関係を聴取し、複数の教職員が連携し、組織的にいじめをやめさせるよう図る。  

（イ）生徒指導案件として「生徒課」で審議し、生徒指導を行う。  

（ウ）いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自ら 

の行為の責任を自覚させる。  

（エ）いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。  

    イ いじめた生徒の保護者への対応  

（ア）保護者には速やかに事実関係を伝達する。  

（イ）事実に対する保護者の理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して以後の対応を適切

に行えるよう保護者の協力を要請する。  

（ウ）いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健

全な人格の発達に配慮できるよう保護者に協力を求める。  

（４）いじめが起きた集団への働きかけ  

ア いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる指導を行う。  

（ア）いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう促す。  

（イ）はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為で

あることを生徒自らが自覚できるような指導を実施する。  

（ウ）学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり根絶しようという態度を涵養する。  

（５）ネット上のいじめへの対応  

ア 名誉棄損やプライバシー侵害等のネット上の不適切な書き込みは、被害の拡大を避けるた

め、直ちにプロバイダーに削除を要請する。  

イ 削除要請においては、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を依頼する。  

ウ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に

通報し、適切な援助を要請する。  

（６）いじめの解消 

ア いじめが「解消している」状態とは、以下の通りである。 

（ア）いじめに係る行為が少なくとも３か月を目安とし止んでいる。 

（イ）いじめを受けた子どもが心身の苦痛を感じていない。 
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※ いじめが解消している状態に至っても再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ日常的に注意深く観察する。 

いじめ対応フロー図  

【いじめの発見・通報】 

（教職員・生徒・保護者・外部からの情報） 

        ↓ 

初期対応 

・いじめ行為の制止 

・被害生徒の安全確保 

・関係生徒の確認（事実関係の確認） 

・通報者の安全確保 

        ↓ 

発見・通報を受けた教職員が報告 

（生徒課長・教頭） 

        ↓【校長・教頭・生徒課長】いじめ対策委員会を招集 

いじめ対策委員会の開催  

 

 

 

→ 

必要に応じて関係機関との連携 

・関係生徒から聞き取り 

・事実確認、情報共有 

・いじめ認定の判断 

・対応方針の決定 

・関係機関との連携検討 

・県教育委員会への報告 

・警察との連携 

・SC等との連携 

・ネット上のいじめへの対応 

        ↓                  ↓ 

対象生徒・保護者への支援 関係生徒・保護者への指導・支援 

・安全確保 

・心のケア 

・不安の除去 

・保護者への説明 

・継続的見守り 

・事実確認の確認 

・組織的指導・支援 

・責任の自覚 

・保護者との連携 

・再発防止指導・支援 

        ↓  

周囲の生徒への指導 

・傍観者にならない指導 

・学級、学年での指導 

・いじめを許さない集団作り 

（再発防止教育、人権意識の醸成 

        ↓ 

経過観察 

・継続的な面談、見守り 

・再発防止の取組 

・少なくとも３か月を目安に確認 

・被害生徒が心身の苦痛を感じていない状態を確認 

        ↓ 

     【いじめの解消】 
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第６章 重大事態への対処   

いじめの重大事態に対しては、重篤な内容であることから、十分に注意し、「いじめの重大事態の調

査に関するガイドライン（平成 29年３月文部科学省）」を踏まえ、適切に対処する。 

１ 「重大事態」の定義 

いじめによる「重大事態」とは、 法第 28条に基づいて次のとおり定義する。  

（１）いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある

と認めるとき。  

例 ・自殺を企図した場合          ・身体に重大な傷害を負った場合  

・金品等に重大な被害を被った場合    ・精神性の疾患を発症した場合  

（２）いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認めるとき。  

「相当の期間」とは年間 30 日を目安とする。ただし、生徒が一定期間連続して欠席している

ような場合には、上記目安にかかわらず、迅速に調査に着手する。  

２ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき 

その際、学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大な事態とはいえない」と考えたとし 

ても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。調査をしないまま、いじめの重大 

事態ではないと断言することはできない。 

 

３ 重大事態の報告   

  重大事態が発生した場合は速やかに県教育委員会に報告する。  

  

４ 重大事態の調査  

県教育委員会の判断のもと、速やかに県教育委員会または本校のもとに「いじめ対策委員会」を

設け、事態への対処や同種の事態の防止に向け、事実関係の調査を行う。  

  

５ 情報の提供  

県教育委員会または本校はいじめを受けた生徒及びその保護者に調査結果をもとに、重大事態の

事実関係などの情報を提供する。なお、本校が調査及び情報の提供を行う場合は県教育委員会の指

導に従う。 

   

６ 報道への対応  

情報発信・報道対応については、県教育委員会の指導の下、個人情報保護に配慮し、窓口を一本

化して正確で一貫した情報提供を行う。初期の段階でトラブルなどがなかったと決めつけたり、断

片的な情報で誤解を与えたりするとのないように留意する。  
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７ 重大事態対応フロー図  

１ 重大事態の発生・報告【法第 30条第 1項】 

・学校は、重大事態が発生した場合、速やかに学校設置者へ報告する。 

・学校設置者は、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を地方公共団体の     

長へ報告する。 

２ 初動対応 

・被害生徒の安全確保及び心身のケアを最優先とする。 

・必要に応じて、保護者、関係機関（警察、医療機関、スクールカウンセラー等）と連携する。 

・事実確認のため、関係する生徒及び教職員への聞き取り等を行う。 

３ 調査【法第 28条第 1項】 

・学校設置者又は学校は、重大事態に係る事実関係を明確にするため、組織を設けて調査を行う。 

・調査に当たっては、客観的かつ公平・中立に行う。 

４ 情報提供【法第 28条第 2項】 

・学校設置者又は学校は、調査を行ったときは、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査に

より明らかになった事実関係その他必要な情報を適切に提供する。 

５ 調査結果の報告【基本方針 P39】【ガイドライン P16】 

・学校設置者又は学校は、調査結果を地方公共団体の長へ報告する。 

・被害生徒又はその保護者は、調査結果に関する所見をまとめた文書を添えることができる。 

６ 再調査【法第 30条第 2項】 

・地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、附属機関を設けるなどの方法により再調査を行

うことができる。 

７ 再調査結果の報告【法第 30条第 3項】 

・地方公共団体の長は、再調査を行ったときは、その結果を議会に報告する。 

 

第７章 取組みの検証と実施計画等の見直しについて   

１ いじめ防止等の反省及び修正  

いじめ対策委員会において、年度末にいじめ防止等に係る反省を行い、その結果に基づき実施計

画の修正を行う。   

２ いじめ防止等の数値の検証と次年度の計画の策定  

いじめ対策委員会において、各種アンケート、いじめの認知件数及びいじめの解決件数、並びに

不登校生徒数など、いじめ防止等に係る具体的な数値を基に当該年度の取組みを検証し、次年度の

年間計画を策定する。  

３ 学校評価による取組み改善 

本基本方針において、いじめの防止等のための取組（いじめが起きにくい・いじめを許さない環

境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケー

ト、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等）に係る達成目標を設定し、学校評価におい

て目標の達成状況を評価する。 
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平成 26年４月１日 施行 

令和 ３年７月１日 改正 

令和８年４月１日 改正 

（別紙）いじめ防止に関する年間指導計画  

  

 生徒対象 教員対象 

４月 ・相談窓口の周知 

・新入生オリエンテーション 

・校外研修（１年） 

・個人面談 

・いじめ対策委員会 

（年間指導計画の確認） 

・「いじめ防止基本方針」のＨＰ更新 

５月 

 

・PTA理事会・総会・学級懇談会 ・校内チーム研修 

６月  ・生地研 

・生徒指導主事研修会（あすなろ） 

（各校の現状・指導方法等情報交換） 

・授業公開週間 

７月 ・保健講座 

・安心安全な学校づくりアンケートの実施 

・三者面談 

・学警連、生地研 

（各校の現状協議、警察との連携） 

・いじめ対策委員会、職員会議 

（取組状況報告・検証） 

８月   

９月 ・個人面談 

・いじめ予防に関連する授業 

 

 

10月 

 

・体育大会 ・生地研 

・心の教育推進事業講演会 

（賀茂地区中高教職員対象） 

11月 

 

 ・校内チーム研修 

12月 ・薬学講座 

・修学旅行（２年） 

・安心安全な学校づくりアンケートの実施 

・学警連、生地研 

・いじめ対策委員会、職員会議 

（取組状況報告・検証） 

１月 

 

・農芸祭 ・学校自己評価 

２月 ・安心安全な学校づくりアンケートの実施 ・生地研 

・学校保健委員会 

・校内コンプライアンス委員会 

・校内チーム研修 

３月  ・いじめ対策委員会、職員会議 

（年間取組み検証と年間計画作成） 


